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８ 会議の概要

分科会長 ただいまから、令和７年１２月定例会の予算決算委

員会総務環境分科会を開会いたします。

なお、本日は、地方自治法第１０５条の規定に基づ

き、高田議長が出席されています。

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、松井委員、

村上委員を指名いたします。

各案件の審査については、各部局単位とし、お手元

に配付してあります審査順序のとおり行う予定であ

ります。

なお、質疑については議案に直接関係あるものだけ

にお願いいたします。

また、委員及び当局の皆さんに申し上げますが、質

疑・答弁及び説明については、簡潔・明瞭に行って

いただきますようよろしくお願いいたします。

これより、総務環境分科会議会事務局所管分の議案

の審査を行います。

議案第１６８号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正中、歳出

第１款議会費

を議題といたします。

これより、当局の説明を求めます。

議会事務局長 〔挨拶〕

議会事務局次長 〔議案説明資料（人件費分）により説明〕

分科会長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

赤星委員 議案説明資料（人件費分）２ページの（２）報酬等

について、補正額には市議会議員の期末手当支給月

数を０．０５月分引き上げることによる１６６万４，

０００円余りの増額分が含まれているのでしょうか。

庶務課長 含まれております。
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赤星委員 令和７年１２月に支給される市議会議員１人当たり

の期末手当の金額につきましては、幾らから幾らに

改定されるのでしょうか。

庶務課長 まず、議長につきましては、改定前が１７８万８，

３９３円、改定後が１８４万２３１円で、５万１，

８３８円の増となります。

次に、副議長につきましては、改定前が１６１万３，

３０６円、改定後が１６６万６８円で、４万６，７

６２円の増となります。

最後に、議員につきましては、改定前が１５０万７

５０円、改定後が１５４万４，２５０円で、４万３，

５００円の増となります。

赤星委員 先ほど令和７年人事院勧告及び富山県人事委員会勧

告に準拠し、期末手当支給月数を引き上げるとの御

説明がありましたけれども、市議会議員や特別職に

つきましては、人事院勧告等に従わなければならな

いという理由は特にないですよね。

庶務課長 そうでございます。

村石委員 会計年度任用職員の報酬単価等の引上げ分に係る報

酬の支給はいつになりますか。

議会事務局次長 会計年度任用職員の報酬等に係る取扱いにつきまし

ては、全庁的なことでございますので、職員課がお

答えすべきかと思いますが、来年１月以降だと聞い

ております。

分科会長 ほかにないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。

これより、議案第１６８号中議会事務局所管分の意

見の表明を行います。

意見の表明はありませんか。

赤星委員 市議会議員の期末手当の引上げについては、人事院

勧告や県人事委員会の勧告に準拠しなければならな
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いという理由はなく、引き上げる必要がないと考え

ます。

分科会長 ほかに意見の表明はありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 これをもって、意見の表明を終結いたします。

以上で、総務環境分科会議会事務局所管分を終了い

たします。

午前１０時０６分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時０８分 再開

分科会長 これより、総務環境分科会監査委員事務局所管分の

議案の審査を行います。

議案第１６８号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第

２款総務費中、監査委員事務局所管分

を議題といたします。

これより、当局の説明を求めます。

監査委員事務局長 〔挨拶〕

監査委員事務局次長 〔議案書（人件費分）により説明〕

分科会長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 ないようですので、これをもって議案の質疑を終結

いたします。

これより、議案第１６８号中監査委員事務局所管分

の意見の表明を行います。

意見の表明はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

分科会長 意見の表明なしと認めます。

以上で、総務環境分科会監査委員事務局所管分を終

了いたします。

午前１０時１０分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時１１分 再開

分科会長 これより、総務環境分科会選挙管理委員会事務局所

管分の議案の審査を行います。

議案第１６８号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第

２款総務費中、選挙管理委員会事務局所管分

を議題といたします。

これより、当局の説明を求めます。

選挙管理委員会 〔挨拶〕

事務局長

選挙管理委員会 〔議案書（人件費分）により説明〕

事務局次長

分科会長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 ないようですので、これをもって議案の質疑を終結

いたします。

これより、議案第１６８号中選挙管理委員会事務局

所管分の意見の表明を行います。

意見の表明はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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分科会長 意見の表明なしと認めます。

以上で、総務環境分科会選挙管理委員会事務局所管

分を終了いたします。

午前１０時１３分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時１５分 再開

分科会長 これより、総務環境分科会企画管理部所管分の議案

の審査を行います。

議案第１６８号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第

２款総務費中、企画管理部所管分

を議題といたします。

これより、当局の説明を求めます。

企画管理部長 〔挨拶〕

企画管理部次長 〔議案説明資料（人件費分）により説明〕

分科会長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

赤星委員 今定例会に市長及び副市長の給与に関する条例等の

一部を改正する条例制定の件が議案として提出され

ております。

市長等特別職の期末手当支給月数の引上げ分に係る

予算は、今回の補正予算に含まれているのでしょう

か。

職員課長 含まれております。

赤星委員 その金額は幾らでしょうか。

職員課長 特別職の改定額について、市長は７万７，９３８円、

副市長は６万４，７４２円、政策監、上下水道事業

管理者は５万４，３０２円、病院事業管理者は６万
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７，８６８円、教育長は５万２，９２５円、常勤監

査委員は３万９，５８５円になります。

赤星委員 トータルで幾らになりますか。

職員課長 ４７万６，４０４円になります。

赤星委員 改定前の市長の期末手当は幾らでしょうか。また、

支給月数の引上げによって幾らになるのでしょうか。

職員課長 ６月分と１２月分を合わせた期末手当につきまして

は、改定前が５３７万７，６８６円で、改定後は５

４５万５，６２４円になります。

村石委員 条例が可決された場合、会計年度任用職員の報酬単

価等の引上げ分に係る報酬の支給はいつになります

か。

職員課長 条例が可決された後、その他諸規定の整備や職員へ

の周知などの作業等を実施し、来年１月中旬以降に

支給いたします。

村石委員 来年１月中旬以降の支給になるとのことですが、月

例の報酬の支払日に合わせて支給することになるの

でしょうか。

職員課長 月例の報酬の支払日に合わせて支給します。

分科会長 ほかにないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。

これより、議案第１６８号中企画管理部所管分の意

見の表明を行います。

意見の表明はありませんか。

赤星委員 市長等の特別職の期末手当の引上げについては、人

事院勧告や県人事委員会の勧告に準拠しなければな

らないという理由はなく、引き上げる必要がないと

考えます。
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分科会長 ほかに意見の表明はありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 これをもって、意見の表明を終結いたします。

以上で、総務環境分科会企画管理部所管分を終了い

たします。

午前１０時２３分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１１時３１分 再開

分科会長 これより、総務環境分科会環境部所管分の議案の審

査を行います。

議案第１６８号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第

４款衛生費中、環境部所管分

を議題といたします。

これより、当局の説明を求めます。

環境部長 〔挨拶〕

環境部次長 〔議案説明資料（人件費分）により説明〕

分科会長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

分科会長 ないようですので、これをもって議案の質疑を終結

いたします。

これより、議案第１６８号中環境部所管分の意見の

表明を行います。

意見の表明はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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分科会長 意見の表明なしと認めます。

以上で、総務環境分科会環境部所管分を終了いたし

ます。

午前１１時３４分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後 １時２０分 再開

分科会長 これより、財務部・出納課所管分及び歳入等の議案

の審査を行います。

議案第１３２号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第４号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳入全

部、歳出第４款衛生費中、財務部所管分、第５条地

方債の補正、

議案第１６８号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳入全

部、歳出第２款総務費中、財務部・出納課所管分、

以上２件を一括議題といたします。

これより、順次、当局の説明を求めます。

財務部長 〔挨拶〕

財務部次長 〔議案第１３２号中

財務部所管分の概要について、

議案説明資料により説明〕

財政課長 〔議案第１３２号中

一般会計補正予算（歳入・地方債）について、

病院事業会計補助金について、

議案概要書により説明〕

財務部次長 〔議案第１６８号中

財務部・出納課所管分の概要について、

人件費補正について、

議案説明資料（人件費分）により説明〕
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財政課長 〔議案第１６８号中

一般会計補正予算（歳入）について、

議案概要書（人件費分）により説明〕

分科会長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

赤星委員 議案概要書（人件費分）７ページの１、一般会計の

歳入について、法人市民税の増収が見込まれるとの

ことですが、どのくらいの増収を見込まれているの

ですか。

納税課長 今定例会では法人市民税の増額分について補正額を

計上しておりますが、個人市民税や固定資産税の歳

入につきましても、現在、予算を上回る見込みとな

っております。

赤星委員 全部でどのくらいの増収になるのでしょうか。

納税課長 市税の歳入について、当初予算額７９６億円余りに

対して、現時点で８１０億円余りを見込んでおりま

す。

分科会長 ほかにないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。

これより、議案第１３２号中財務部所管分並びに歳

入全部及び地方債の補正、議案第１６８号中財務部

・出納課所管分及び歳入全部、以上２件を一括して

意見の表明を行います。

意見の表明はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

分科会長 意見の表明なしと認めます。

以上で、総務環境分科会財務部・出納課所管分を終

了いたします。

これで、１２月定例会の当分科会に送付されました

全議案の審査は終了いたしました。
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委員各位に御相談申し上げます。

分科会長報告については、正・副分科会長に御一任

願いたいと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

分科会長 それでは、そのように取り計らいます。

これをもって、令和７年１２月定例会の予算決算委

員会総務環境分科会を閉会いたします。
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令和７年１２月定例会

予算決算委員会総務環境分科会記録署名

分科会長 金 谷 幸 則
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